
令和７年２月市議会臨時会

令 和 ７ 年 ２ 月 ６ 日 提 出

議 案

橋 本 市

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※



議 案 目 録

承認第1号 専決処分事項の承認について(令和6年度橋本市一般会計

補正予算(第11号)) ････P1

承認第2号 専決処分事項の承認について(令和6年度橋本市一般会計

補正予算(第12号)) ････P8

議案第1号 令和6年度橋本市一般会計補正予算(第13号)について

････P15



承認第 1 号

専決処分事項の承認について

令和 6 年度橋本市一般会計補正予算(第 11 号)について、急施を要するため、

地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 179 条第 1 項の規定に基づき、別紙のと

おり市長において専決処分したので、同条第 3 項の規定により議会に報告し、

承認を求める。

令和 7 年 2 月 6 日 提出

橋本市長 平木 哲朗
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専決処分について

令和 6 年度橋本市一般会計補正予算(第 11 号)について、急施を要するため、

地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 179 条第１項の規定に基づき、別紙のと

おり市長において専決処分する。

令和 6 年 12 月 24 日 専決

橋本市長 平木 哲朗
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令和 6 年度　橋本市一般会計補正予算（第 11 号）  

 

令和 6 年度橋本市の一般会計補正予算（第 11 号）は、次に定めるところ

による。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 361,940 千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 32,217,552 千円とする。 

 

２　歳入歳出補正予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 6 年 12 月 24 日　専決  

橋本市長　　平　木　哲　朗　　  
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承認第 2 号

専決処分事項の承認について

令和 6 年度橋本市一般会計補正予算(第 12 号)について、急施を要するため、

地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 179 条第 1 項の規定に基づき、別紙のと

おり市長において専決処分したので、同条第 3 項の規定により議会に報告し、

承認を求める。

令和 7 年 2 月 6 日 提出

橋本市長 平木 哲朗
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専決処分について

令和 6 年度橋本市一般会計補正予算(第 12 号)について、急施を要するため、

地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 179 条第１項の規定に基づき、別紙のと

おり市長において専決処分する。

令和 7 年 1 月 14 日 専決

橋本市長 平木 哲朗
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令和 6 年度　橋本市一般会計補正予算（第 12 号）  

 

令和 6 年度橋本市の一般会計補正予算（第 12 号）は、次に定めるところ

による。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,720 千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 32,219,272 千円とする。 

 

２　歳入歳出補正予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 7 年 1 月 14 日　専決  

橋本市長　　平　木　哲　朗　　  
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議案第 1 号

令和 6 年度橋本市一般会計補正予算(第 13 号)について

令和 6年度橋本市一般会計補正予算(第 13号)を、別紙のとおり議会の議決を

求める。

令和 7 年 2 月 6 日 提出

橋本市長 平木 哲朗
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令和 6 年度　橋本市一般会計補正予算（第 13 号）  

 

令和 6 年度橋本市の一般会計補正予算（第 13 号）は、次に定めるところ

による。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 483,747 千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 32,703,019 千円とする。 

 

２　歳入歳出補正予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。 

 

（繰越明許費の補正） 

第２条　繰越明許費の追加は、「第２表　繰越明許費補正」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 7 年 2 月 6 日　提出  

橋本市長　　平　木　哲　朗　　  
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